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 (総務部 給与課) 
 

【議案第７２号】 

特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正について 

 

 

１ 趣旨 

    国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部が改正されたことから、投票

管理者等の報酬について、国の基準額と同額に引き上げるほか、所要の改正を行うため、

条例の一部を改正する。 
 

２ 主な内容 

   投票管理者等の報酬（日額）について、国基準額と同額に引き上げる。 

区分 改正前 改正後 改定額 

投票所の投票管理者 

（※１） 
１２，８００円 １４，５００円 １，７００円 

期日前投票所の投票管理者 

（※１） 
１１，３００円 １２，８００円 １，５００円 

開票管理者（※２） １０，８００円 １２，２００円 １，４００円 

選挙長（※２） １０，８００円 １２，２００円 １，４００円 

投票所の投票立会人（※１） １０，９００円 １２，４００円 １，５００円 

期日前投票所の投票立会人 

（※１） 
９，６００円 １０，９００円 １，３００円 

開票立会人（※２） ８，９００円 １０，１００円 １，２００円 

選挙立会人（※２） ８，９００円 １０，１００円 １，２００円 

    ※１ 従事中に交替する場合には、従事時間に応じた額を支給する。 

※２ 従事が翌日まで引き続いた場合でも、１日とみなして報酬を支給する。 

 

３ 施行期日 

公布の日 

議案書 Ｐ１１～１２ 


